
別記第１（会則施行規則第 7条） 

入会金 

入会金 

個人会員 200,000円 

法人会員 200,000円 

会費 

会 費 

個人会員 月額 6,000円 

法人会員 月額 6,000円 

別記第２（会則施行規則第 120条） 

支 部 の 名 称 及 び 区 域 

支部名称 
管轄総合振興局・

振興局 
支部区域 

 
備考 

札 幌 支 部 石 狩 石狩振興局管内（市部含む）  一円  

函 館 支 部 
渡 島 渡島総合振興局管内 〃  一円  

檜 山 檜山振興局管内 一円  

小 樽 支 部 後 志 後志総合振興局管内（市部を含む）  一円  

空 知 支 部 空 知 空知総合振興局管内  〃  一円  

旭 川 支 部 

上 川 上川総合振興局管内  〃  一円  

留 萌 留萌振興局管内    〃 一円  

宗 谷 宗谷総合振興局管内  〃 一円  

網 走 支 部 オ ホ ー ツ ク オホーツク総合振興局管内 〃 一円  

室 蘭 支 部 胆 振 
室蘭市、登別市、伊達市、有珠郡、 

虻田郡のうち胆振総合振興局管内 

 
 

苫小牧支部 胆 振 
苫小牧市、白老郡、勇払郡のうち 

胆振総合振興局管内 

 
 

日 高 支 部 日 高 日高振興局管内 一円  

十 勝 支 部 十 勝 十勝総合振興局管内（市部を含む） 一円  

釧 路 支 部 釧 路 釧路総合振興局管内   〃 一円  

根 室 支 部 根 室 根室振興局管内     〃 一円  
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別記様式第 2号（会則施行規則第 22条及び第 29条） 

令和   年   月   日      支部経由   印 

（注）1 採用・解職があったときは、14日以内の届出ること。（不要の字句は削除すること。） 

   2 2通を所属支部に提出すること 

   3 採用の場合は 

     (1)補助者証交付手数料 2,000円を添えること。 

     (2)履歴書（写真貼付）、住民票及び写真 1枚を添えること。 

   4 解職の場合は、補助者証を添えること。 

行政書士補助者 
採用

解職 届 

 

令和   年   月   日 

 

北海道行政書士会 

  会 長          様 

 

所属支部              支部 

会員番号        第      号 

事 務 所 

所 在 地 

会員名               職印 

 

 

  下記の者を採用・解職したので届出します。 

 

記 

 

ふ り が な  大

昭 

平 

  年  月  日 

補 助 者 氏 名  
男 

女 

補助者の住所 
 

採 用

解 職 年月日 

 

採 用

解 職 の 

理    由 

 



（会則施行規則第 22条） 

誓  約  書 
 

 

令和   年   月   日 

 

北海道行政書士会 

会長         様 

 

事務所 

所在地                

 

会員名            職印  

 

 

この度、行政書士補助者採用届を提出する（補助者名          ）は本会

会則施行規則第１９条（不適格事由）の各号のいずれにも該当しないことを誓約いた

します。 

 

以 上 



（会則施行規則第 22条） 

誓  約  書 
 

 

令和   年   月   日 

 

北海道行政書士会 

会長         様 

 

事務所 

所在地                

 

会員名                

 

補助者 

氏 名            印   

 

 

この度、行政書士（又は行政書士法人）に雇用される補助者として行政書士業務の補

助を行うことになりましたが、行政書士の指揮命令に従い、業務の補助を行うととも

に、補助者として信用又は品位を害するような行為はいたしません。 

又、補助業務の中で知り得た秘密を漏らすこともいたしません。補助者を退職後も

同様です。 

 

以 上 
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別記様式第 5号（会則施行規則第 26条及び第 28条） 

令和   年   月   日      支部経由   印 

（注）1 2通を所属支部に提出すること。 

   2 補助者証交付手数料 2,000円を添えること。 

   3 更新、き損の場合は、既交付の補助者証を添えること。 

   4 写真 2枚を添えること。 

行政書士補助者 
再交付

更 新 申請書 

 

令和   年   月   日 

 

北海道行政書士会 

  会 長          様 

 

所属支部              支部 

会員番号        第      号 

事 務 所 

所 在 地 

会員名               職印 

 

 

  下記の理由により補助者証を再交付をして下さるよう申請します。 

なお、紛失した補助者証を発見したときは、直ちに返納します。 

 

記 

 

補 助 者 氏 名  

大

昭 

平 

  年  月  日生 

紛 失 ・ き 損 

理 由 

 

更 新  有効期限のため 

備 考  



別記様式第 4号（会則施行規則第 27条） 

令和   年   月   日      支部経由   印 

（注）1 2通を所属支部に提出すること。 

   2 補助者証交付手数料 2,000円を添えること。 

   3 既送付の補助者証と写真 2枚を添えること。 

 

補助者証記載事項変更届出書  

 

令和   年   月   日 

 

北海道行政書士会 

  会 長          様 

 

所属支部              支部 

会員番号        第      号 

事 務 所 

所 在 地 

会員名               職印 

 

 

   下記のとおり補助者証の記載事項について変更が生じましたので、書換えのうえ 

交付して下さるよう届出します。 

 

記 

 

変更のあった 

自由及び年月日 
事由     年  月  日 

（ふりがな） 

補助者氏名 

新 
男 

女 

旧  

会員の氏名 

新 
 

旧 
 

備考 
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